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2018年度未処分利益による実質投資金額の修正申告の

期限について
財政部北区国税局2021年8月22日付プレスリリース
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営利事業者の利益による実質投資を促進し、国内投資を

後押しするために、産業革新条例第23条の3の規定に基づ

く未処分利益課税の減免規定があります。営利事業者は

2018年度の未処分利益課税を含む営利事業所得税の申

告時以降、利益発生年度の翌年度から3年以内の実質投

資（NT$100万以上の場合）を未処分利益課税計算の減算

項目へ計上することができ、 5%の営利事業所得税が減免

されます。確定申告時に投資が完了していない場合、投資

完了日から1年以内に修正申告を行うことが可能です。

財政部北区国税局はプレスリリースにより次のように説明

しています。

営利事業者が2018年度の利益により自社の生産又は営業

に供する建物の建設又は購入、ソフト・ハードウェア設備又

は技術の購入に投資し、2018年度未処分利益の申告後に

投資を完了した場合、投資完了日から1年以内に「産業革

新条例第23条の3を適用した未処分利益による実質投資

明細表」を記入し、投資証明書類を添付して所在地の税務

機関へ該当年度の未処分利益課税の再計算及び過大納

付税金の還付を申請することができます。

同局は以下の例で説明しています。

管轄地区内のA社は2020年5月29日に行った2018年度の

未処分利益課税申告の際に、産業革新条例第23条之3の

規定による実質投資金額の控除を適用せず、未処分利益

に対する5%営利事業所得税額NT$550万を納付しました。

その後、2021年6月に関連証明書類を添付して同局に実質

投資による控除額合計NT$1億1千万の修正申告を行いし

ました。同局が審査した結果、A社は2018年度の未処分利

益により工場の増築、生産用機器設備、器械等を購入し、

最後の投資支出日は2020年11月1日であり、実質投資の

範囲、一定の金額、投資日、修正申請期限等の要件を満

たしています。そのため、A社の未処分利益に対する追加

税額は不要であり、過大となった納付税額NT$550万を還

付すると改めて査定しました。

産業革新条例第23条の3の未処分利益による実質投資の

規定を適用するためには、2018年度以降の利益を使用し、

当該利益の発生年度の翌年から3年以内に、経営上の必

要性から実質投資を完了し、投資金額が合計NT$100万以

上である等の要件を満たす必要があります。未処分利益課

税の申告後に所定の要件を満たした実質投資が完了した

場合、権益を守るため、最終支出の投資日から1年以内に

税務機関へ過大納付税額の還付を申請する必要がありま

すのでご留意ください。
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